
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

案」及び「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイド

ライン改正案」に関する意見募集の結果について 

 

 令和５年１１月１４日　　

 法務省大臣官房司法法制部　　

 

　令和５年９月１９日（火）から同年１０月１８日（水）まで、「裁判外紛争解

決手続の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「裁判

外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン改正案」

に関する意見募集を行ったところ、４件の御意見が寄せられました。 

　寄せられた御意見の概要及び御意見に対する考え方を別紙のとおり公表しま

す。 

　御協力ありがとうございました。



別　紙 

 

第１　意見募集期間 

　　　令和５年９月１９日（火）～同年１０月１８日（水） 

 

第２　意見数 

　　　４件［意見提出者数３（２団体、１個人）］ 

 

第３　御意見の概要及び御意見に対する考え方

御意見の概要 御意見に対する考え方

・ガイドライン改正案の２⑸イ（ｲ）の ・和解の対象である事項が、当事者が

「和解内容に関する法律上の問題」とし 自由に処分をすることが許されない権

て、「和解の対象である事項が、和解の 利又は法律関係に関するものか否かな

対象とすることができない紛争に関する ど、和解の対象とすることができない

ものでないかどうか」（同(a)）を追加 紛争に関するものか否かは、特定和解

することに反対する。同(a)は、執行決 以外の和解であっても、和解の効力に

定の申立てのできる特定和解をする場合 影響を及ぼし得る事項であるため、ガ

に限り「和解の内容に関する法律上の問 イドライン改正案の２⑸イ(ｲ)の(a)に

題」とすることが適当であると考える。 ついては、特定和解に限定することな

く、「法律に関する問題」として例示

することが適当であると考えておりま

す。

・ガイドライン改正案の２⑺イに記載の ・ガイドライン改正案の２⑺イに記載

各書面等に該当するものとして、当事者 の各書面が、当事者等の「署名」があ

等の署名及び電子署名を求めるのは適切 るものではなく、「記名押印」がある

でなく、記名押印で足りると考えるべき ものであったとしても、法第２７条の

であり、その旨をガイドラインに明記す ２第２項第１号及び第２号の書面に該

べきである。 当し得ることは御指摘のとおりである

 と考えておりますが、ガイドラインの

 ２⑺イは、その柱書に「例えば次のよ

 うなものである場合には」と記載して
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 いるとおり、あくまで例を示すもので

 あって、これに限定する趣旨のもので

 はありませんので、記載内容の修正ま

 では不要であると考えております。 

  

・ガイドライン改正案の２⑸イ（ｲ）の ・御指摘のガイドライン改正案の２⑸

「和解内容に関する法律上の問題」とし イ（ｲ）の(a)、(c)及び(g)については、

て、対象紛争該当性（同(a)）、債務の いずれも、特定和解であるか否かにか

内容の特定性（同(c)）、効力条項の表 かわらず、和解の効力等に影響を及ぼ

現の適切性（同(g)）などを挙げている し得る事項であるため、特定和解に限

が、これらは執行力が問題となる特定和 定することなく、「法律に関する問題」

解に限定して「法律に関する問題」の例 として例示することが適当であると考

示とすることが考えられる。 えております。　

・「裁判外紛争解決手続の利用の促進に ・賛同意見として承ります。

関する法律施行の一部を改正する省令」

及び「裁判外紛争解決手続の利用の促進

に関する法律の実施に関するガイドライ

ン」の改正案に賛成する。 

　裁判外紛争解決手続の利用の促進に関

する法律の一部改正により、特定和解に

基づく民事執行が可能になったこと等に

伴い、認証紛争解決事業者による説明事

項の一つとして「特定和解の成立により

認証紛争解決手続が終了した場合におけ

る当該手続に係る手続実施記録の保存期

間並びに当該手続実施記録の閲覧及び謄

写又は複写に関する手続の有無及びその

概要」が施行規則に追加されたことは、

特定和解に基づいて民事執行をしようと

する当事者（利用者）の利便性向上に資
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するものと思料する。
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